
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
九
十
一
号

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
　
抄

内
閣
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

同
法
附
則
第
八
十
七
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条―

第
十
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
十
一
条
）

附
則

第
一
章
　
関
係
政
令
の
整
備

（
輸
出
貿
易
管
理
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
略

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
略

（
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
略

（
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
略

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
略

（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
施

行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
略

（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
略

（
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地

震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の

一
部
改
正
）

第
八
条
　
略

（
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
設
置
に
関
す
る
政

令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
略

（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子

炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び

原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令

の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
略

第
二
章
　
経
過
措
置

第
十
一
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
以
下
「
設
置

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
際
現
に
旧
発
電
用
原
子
炉
（
設
置
法
附
則
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
核
原
料
物
質
、
核
燃

料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
第
四
号
旧
規
制

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用

原
子
炉
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
者

は
、
当
該
旧
発
電
用
原
子
炉
が
東
京
電
力
株
式
会
社
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
（
東
京
電
力
株
式

会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て

の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
第
一
条
に
規
定
す

る
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子

炉
施
設
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
当
該
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
設
置
法
附
則
第
二
十

三
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
ま
で
に
設

置
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
第
四
号
新
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十

四
条
の
三
第
一
項
の
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
設
置

法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
旧
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
第
四
号
新
規
制
法

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
設
置
法
附
則
第
二
十
三
条

第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か

ら
施
行
す
る
。
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